
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 福池本町線歩道改良工事 

契約変更後の工事概要 

道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式 

防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 

 

 

【設計変更の理由】 

 

①  自治会及び沿道住民との協議により部分的に歩道の高さを調整する必要が生じ、

これに伴い民地内舗装工が増工となる。合わせて民地内の舗装工法について、当

初平板舗装を予定していたが、試掘の結果、タイル舗装で原形復旧することとな

った。 

②  警察との協議の結果配置人数も増やす必要が生じたため交通誘導警備員の人数が

増工となった。合わせて、沿道住民との工程調整や自家用車の出入庫のための養

生・作業中断などの影響により工事の日進量が想定よりも下回ったため、交通誘

導警備員の人数が増工となる。 
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